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フランス法における「相続財産の負担」

（阪大法学）66（3・4-291）　747 〔2016.11〕

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
「
相
続
財
産
の
負
担
」

宮　
　

本　
　

誠　
　

子

序一　
「
相
続
財
産
の
負
担
」
と
相
続
債
務

　

Ⅰ　
「
相
続
財
産
の
負
担
」
の
定
義

　

Ⅱ　
「
相
続
財
産
の
負
担
」
の
支
払
い

二　

債
務
と
し
て
の
「
相
続
財
産
の
負
担
」

　

Ⅰ　
「
相
続
財
産
の
負
担
」
と
優
先
弁
済

　

Ⅱ　
「
相
続
財
産
の
負
担
」
と
承
認
・
放
棄

結　

び序

　

二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
九
月
四
日
、
最
高
裁
は
大
法
廷
で
、
嫡
出
で
な
い
子
の
相
続
分
に
関
す
る
違
憲
決
定
を
出
し
た
（
最
決

平
成
二
五
年
九
月
四
日
民
集
六
七
巻
六
号
一
三
二
〇
頁
）。
同
年
一
二
月
に
は
、
嫡
出
で
な
い
子
の
相
続
分
を
嫡
出
子
の
相
続
分
と
同

等
に
す
る
民
法
改
正
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
現
在
、
相
続
法
を
見
直
す
た
め
の
議
論
が
進
ん
で
い
る
。
法
務
省
は
ま
ず
、
相
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続
法
制
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
を
立
ち
上
げ
た
。
こ
こ
で
は
、
生
存
配
偶
者
の
保
護
を
目
的
と
し
た
新
た
な
法
整
備
な
ど
の
検
討
が
な
さ

れ
、
報
告
書
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
法
務
省
は
次
に
、「
相
続
に
関
す
る
規
律
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
要
綱

を
示
さ
れ
た
い
。」
と
の
諮
問
を
行
い
、
法
制
審
議
会
民
法
（
相
続
関
係
）
部
会
（
以
下
「
法
制
審
議
会
」
と
い
う
。）
を
設
置
し
た
。

法
制
審
議
会
で
の
議
論
は
進
み
、
二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
七
月
に
は
、
民
法
（
相
続
関
係
）
等
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
（
以

下
「
中
間
試
案
」
と
い
う
。）
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。

　

法
務
省
の
諮
問
は
、「
高
齢
化
社
会
の
進
展
や
家
族
の
在
り
方
に
関
す
る
国
民
意
識
の
変
化
等
の
社
会
情
勢
に
鑑
み
、
配
偶
者
の
死

亡
に
よ
り
残
さ
れ
た
他
方
配
偶
者
の
生
活
へ
の
配
慮
等
の
観
点
か
ら
、
相
続
に
関
す
る
規
律
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
法
制
審
議
会
で
の
議
論
は
、
相
続
法
全
体
に
つ
い
て
進
め
ら
れ
た
。
生
存
配
偶
者
の
保
護
と
は
直
接
的
に
は
関
係

の
な
い
と
思
わ
れ
る
論
点
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
一
つ
に
、
可
分
債
権
の
遺
産
分
割
に
お
け
る
取
扱
い
が
あ
る
。
可
分
債
権
に
つ
い

て
は
、
最
判
昭
和
二
九
年
四
月
八
日
民
集
八
巻
四
号
八
一
九
頁
が
、「
相
続
人
数
人
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
相
続
財
産
中
に
金
銭

そ
の
他
の
可
分
債
権
あ
る
と
き
は
、
そ
の
債
権
は
法
律
上
当
然
分
割
さ
れ
各
共
同
相
続
人
が
そ
の
相
続
分
に
応
じ
て
権
利
を
承
継
す

る
」
と
判
示
し
て
以
来
、
相
続
開
始
時
に
当
然
分
割
し
、
遺
産
分
割
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
「
判
例
法
理
」
が
確
立
し
た
も
の

と
見
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
可
分
債
権
を
遺
産
分
割
の
対
象
と
し
な
い
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
問
題
や
不
都
合
が
指
摘
さ
れ

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
学
説
は
、
遺
産
分
割
の
対
象
と
す
る
た
め
の
理
論
を
提
示
し
て
き
た
し
、
家
裁
実
務
で
は
、
判
例
の
立
場
を

前
提
と
し
な
が
ら
も
、
相
続
人
全
員
の
同
意
を
も
っ
て
遺
産
分
割
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
対
応
を
し
て
き
た
。

　

中
間
試
案
で
は
、【
甲
案
】【
乙
案
】
の
二
案
が
示
さ
れ
た
。
両
案
と
も
、「
可
分
債
権
を
遺
産
分
割
の
対
象
に
含
め
る
も
の
と
す

る
」（【
甲
案
】
①
、【
乙
案
】
①
）
取
扱
い
を
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
遺
産
分
割
に
お
け
る
具
体
的
相
続
分
の

算
定
方
法
や
、
遺
産
分
割
に
お
け
る
相
続
人
間
で
の
調
整
方
法
と
（【
甲
案
】
③
～
⑤
、【
乙
案
】
③
）、
遺
産
分
割
に
よ
る
対
外
関
係

（
1
）（

2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）
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の
処
理
（【
甲
案
】
⑥
⑦
、【
乙
案
】
③
）
が
示
さ
れ
た
。
両
案
の
違
い
は
、
遺
産
分
割
前
の
取
扱
い
で
あ
る
。【
甲
案
】
で
は
、「
相
続

の
開
始
に
よ
り
可
分
債
権
は
法
定
相
続
分
に
応
じ
て
分
割
承
継
さ
れ
、
各
相
続
人
は
、
原
則
と
し
て
、
遺
産
分
割
前
で
も
、
分
割
さ
れ

た
債
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（【
甲
案
】
②
）
と
い
う
従
来
の
取
扱
い
は
維
持
し
て
い
る
の
に
対
し
、【
乙
案
】
は
「
相
続
人

は
、
遺
産
分
割
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
は
、
相
続
人
全
員
の
同
意
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
可
分
債
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

（【
乙
案
】
②
）
と
し
て
、
遺
産
分
割
前
の
権
利
行
使
を
原
則
と
し
て
否
定
し
て
い
る
。

　

各
案
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
す
べ
き
課
題
も
公
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、【
乙
案
】
に
つ
い
て
は
、「
相
続
人
全
員
の
同
意
が

あ
る
場
合
以
外
に
、
相
続
人
に
遺
産
分
割
前
の
権
利
行
使
を
認
め
る
方
策
」
が
検
討
課
題
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。【
乙
案
】
を
採
っ

た
場
合
に
、
遺
産
分
割
前
に
権
利
行
使
を
す
る
た
め
に
は
、
審
判
前
の
保
全
処
分
と
し
て
、
仮
分
割
の
仮
処
分
を
す
る
方
法
が
あ
る
。

し
か
し
、
保
全
の
必
要
性
に
つ
い
て
疎
明
す
る
必
要
が
あ
り
、
相
続
人
に
と
っ
て
、
現
状
よ
り
も
か
な
り
負
担
が
重
く
な
る
こ
と
や
、

す
べ
て
裁
判
所
に
申
立
て
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
相
当
性
が
問
題
に
な
る
と
し
て
、
裁
判
所
の
関
与
な
し
に
預
貯
金
の
払
戻

し
を
認
め
る
制
度
を
新
た
に
設
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
き
、
法
制
審
議
会
第
九
回
会
議
で
は
、
特
に
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
制
度
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
少
額
払
戻
制

度
」
が
紹
介
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
遺
産
分
割
に
は
一
般
的
に
公
証
人
が
関
与
す
る
が
、
一
定
の
場
合
に
、
少
額
で
あ
れ
ば
、
公

証
人
の
関
与
を
要
さ
ず
に
、
銀
行
口
座
の
払
戻
し
が
可
能
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
①
被
相
続
人
の
直
系
親
族
た
る
相
続
人
に
、
②
被

相
続
人
の
葬
式
費
用
、
最
終
医
療
費
、
被
相
続
人
に
対
す
る
税
金
、
賃
料
及
び
早
急
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
そ
の
他
の
相
続
債
務
で
、
総

額
で
五
千
ユ
ー
ロ
を
超
え
な
い
範
囲
の
支
払
い
が
対
象
と
な
り
、
③
請
求
書
、
葬
儀
の
注
文
書
ま
た
は
納
税
通
知
書
の
提
出
が
求
め
ら

れ
る
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
制
度
は
、
法
制
審
議
会
に
お
い
て
は
、
可
分
債
権
を
遺
産
分
割
の
対
象
と
し
、
原
則
と
し
て
遺
産

分
割
前
の
権
利
行
使
を
認
め
な
い
こ
と
の
例
外
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
遺
産
の
う
ち
の
積
極
財
産
た
る
預
貯
金

（
8
）

（
9
）

（
10
）
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債
権
を
、
遺
産
分
割
前
に
相
続
人
に
対
し
て
い
く
ら
か
分
配
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
（
以

下
、
法
制
審
議
会
で
紹
介
さ
れ
た
こ
の
制
度
を
「
仮
払
い
制
度
」
と
い
う
。）。

　

確
か
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
例
え
ば
葬
式
費
用
を
遺
産
の
積
極
財
産
か
ら
支
払
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

遺
産
の
う
ち
の
積
極
財
産
を
、
遺
産
分
割
前
に
少
額
で
あ
れ
ば
分
配
し
て
よ
い
と
い
う
考
え
か
ら
で
は
な
く
、
葬
式
費
用
は
遺
産
（
相

続
財
産
）
か
ら
支
弁
さ
れ
る
べ
き
債
務
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
こ
の
よ
う
な
債
務
を
「
相
続
財
産

の
負
担
（charges de la succession

）」
と
い
う
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
「
相
続
財
産
の
負
担
」
が
ど
の
よ
う
な
概
念
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
相
続
法
制
の
中

で
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
債
務
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
紹
介
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、「
仮
払
い
制

度
」
は
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
と
は
視
点
が
異
な
る
こ
と
、
日
本
の
現
行
法
の
も
と
で
「
仮
払
い
制
度
」
を
導
入
す
る
の
は
困
難
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
作
業
は
、
中
間
試
案
と
と
も
に
示
さ
れ
た
課
題
を
検
討
す
る
際
の
一
助
に
な
り
得
る
。

ま
た
、
現
在
は
、
預
貯
金
債
権
が
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
最
高
裁
大
法
廷
の
判
断
が
待
た
れ
て
い
る
状
況

に
も
あ
る
。「
仮
払
い
制
度
」
は
預
貯
金
債
権
を
遺
産
分
割
の
対
象
と
し
た
と
き
に
必
要
で
は
な
い
か
と
検
討
さ
れ
て
い
る
制
度
で
あ

る
と
こ
ろ
、
大
法
廷
の
判
断
は
、
可
分
債
権
た
る
預
貯
金
債
権
を
遺
産
分
割
の
対
象
と
す
る
方
向
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、「
仮
払

い
制
度
」
の
位
置
づ
け
や
導
入
に
あ
た
っ
て
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
は
、
大
法
廷
の
判
断
後
に
残
さ
れ
得
る
課
題
を
検
討

す
る
た
め
の
道
筋
を
つ
け
る
意
味
も
あ
る
。

一　

「
相
続
財
産
の
負
担
」
と
相
続
債
務

　
「
相
続
財
産
の
負
担
」
は
、
そ
の
文
言
が
示
す
と
お
り
、
相
続
財
産
か
ら
支
弁
さ
れ
る
べ
き
債
務
で
あ
る
。
債
務
で
は
あ
る
が
、
相

（
11
）

（
12
）
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続
債
務
で
も
な
く
、
相
続
人
の
債
務
で
も
な
い
性
質
を
有
し
、
か
つ
、
相
続
財
産
か
ら
支
弁
さ
れ
る
べ
き
理
由
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
一
で
は
、
ま
ず
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
規
定
及
び
学
説
か
ら
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
が

ど
の
よ
う
な
債
務
で
あ
り
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
概
念
が
設
け
ら
れ
た
の
か
を
み
て
い
く
こ
と
で
、
な
ぜ
相
続
債
務
と
異
な
る
債
務
と
し

て
位
置
付
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
相
続
財
産
か
ら
支
弁
さ
れ
る
べ
き
理
由
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
（
Ⅰ
）。
ま
た
、「
相
続
財
産

の
負
担
」
が
債
務
と
し
て
ど
の
よ
う
に
支
払
わ
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
条
文
の
変
遷
も
た
ど
り
な
が

ら
、
い
か
な
る
制
度
設
計
の
も
と
で
、
相
続
財
産
が
負
担
す
る
し
く
み
と
な
っ
て
い
る
の
か
を
示
す
（
Ⅱ
）。

Ⅰ　
「
相
続
財
産
の
負
担
」
の
定
義

（
1
）
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
条
文

　

一
八
〇
四
年
の
民
法
典
で
は
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
の
定
義
規
定
こ
そ
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
と
い
う
用
語

は
い
く
つ
も
の
条
文
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
の
内
容
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
規
定
は

次
の
三
つ
で
、
い
ず
れ
も
、
限
定
承
認
に
関
す
る
款
に
置
か
れ
た
条
文
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
相
続
人
は
、
相
続
開
始
の
日
か
ら
三
か
月
を
、
財
産
目
録
を
作
成
す
る
期
間
と
し
て
有
し
（
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
七
九
五
条
一

項
）、
さ
ら
に
、
承
認
・
放
棄
に
つ
い
て
熟
慮
す
る
た
め
に
四
〇
日
の
期
間
を
有
す
る
（
七
九
五
条
二
項
）
と
こ
ろ
、
七
九
七
条
第
二

文
は
、
こ
れ
ら
の
「
期
間
が
満
了
し
又
は
そ
れ
以
前
に
相
続
人
が
放
棄
す
る
場
合
、
相
続
人
が
そ
の
時
点
ま
で
に
正
当
に
支
出
し
た
費

用
は
、
相
続
財
産
の
負
担
と
す
る
。」
と
定
め
て
い
た
。

　

ま
た
、
相
続
人
は
、
こ
れ
ら
の
期
間
の
満
了
後
に
も
、
相
続
に
関
し
て
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
財
産
の
状
況
等
に
つ

い
て
争
わ
れ
て
い
て
、
承
認
か
放
棄
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
新
た
な
期
間
を
与
え
る
よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で

（
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）
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）
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き
る
（
七
九
八
条
第
一
文
）
と
こ
ろ
、
七
九
九
条
は
、
第
一
文
で
、
新
た
な
期
間
を
請
求
す
る
「
場
合
に
お
い
て
、
相
続
人
が
、〔
被

相
続
人
の
〕
死
亡
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
又
は
財
産
の
状
況
若
し
く
は
な
さ
れ
た
申
立
て
を
理
由
と
し
て
期
間
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ

と
を
証
明
す
れ
ば
、
訴
え
に
か
か
る
費
用
は
、
相
続
財
産
の
負
担
と
す
る
。」
と
し
た
。

　

さ
ら
に
、
八
一
〇
条
は
、「
封
印
が
貼
付
さ
れ
た
場
合
の
そ
の
費
用
、
財
産
目
録
及
び
計
算
の
費
用
は
、
相
続
財
産
の
負
担
と
す

る
。」
と
規
定
し
て
い
た
。

　

こ
れ
ら
か
ら
、
一
八
〇
四
年
の
民
法
典
は
、
相
続
の
承
認
・
放
棄
選
択
前
の
財
産
に
か
か
わ
る
費
用
が
「
相
続
財
産
の
負
担
」
で
あ

る
と
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
い
ず
れ
も
例
示
で
あ
り
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
に
あ
た
る
の
は
少
な
く
と
も
こ
う
し

た
費
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

（
2
）
学
説
に
よ
る
定
義

　

学
説
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
編
纂
前
か
ら
「
相
続
財
産
の
負
担
」
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
ポ
チ
エ
は
、「
相
続
財
産

の
負
担
」
と
い
う
種
類
の
債
務
が
あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
お
り
、
こ
れ
は
相
続
債
務
と
異
な
る
も
の
で
、
具
体
的
に
は
、
葬
式
費
用
や

財
産
目
録
作
成
費
用
が
「
相
続
財
産
の
負
担
」
に
な
る
と
説
明
し
て
い
た
。

　

一
九
世
紀
半
ば
に
は
、
ド
ゥ
モ
ロ
ン
ブ
が
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
と
は
、
①
「
被
相
続
人
の
死
亡
後
に
生
じ
た
債
務
」
で
あ
り
、

②
「
付
随
的
な
債
務
で
あ
っ
て
、
一
般
的
に
相
続
開
始
そ
の
も
の
及
び
相
続
開
始
に
結
び
つ
く
状
況
か
ら
生
じ
る
」
も
の
だ
と
し
、
具

体
例
と
し
て
、「
葬
式
費
用
、
共
同
相
続
人
の
各
権
利
の
維
持
・
清
算
・
分
割
に
関
す
る
様
々
な
費
用
、
封
印
・
財
産
目
録
作
成
・
鑑

定
の
費
用
等
（
八
一
〇
条
）」
を
挙
げ
て
い
る
。

　

ド
ゥ
モ
ロ
ン
ブ
は
、
①
相
続
債
務
と
の
違
い
を
、
被
相
続
人
の
死
亡
後
に
生
じ
た
債
務
で
あ
る
こ
と
と
し
、
②
相
続
財
産
か
ら
支
弁

す
べ
き
根
拠
を
、
相
続
開
始
そ
の
も
の
か
ら
生
じ
る
債
務
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
相
続
開
始
に
結
び
つ
く
状
況
か
ら
生
じ
る
債
務
で

（
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あ
る
た
め
と
し
て
い
る
。
相
続
債
務
は
、
被
相
続
人
の
債
務
で
あ
り
、
ま
た
、
相
続
開
始
に
よ
っ
て
相
続
人
が
負
担
す
べ
き
債
務
と
な

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
は
、
相
続
開
始
後
に
生
じ
た
債
務
で
あ
る
。
被
相
続
人
が
負
担
し
て
い
た
債
務
で
は
な

い
た
め
、
相
続
債
務
と
は
異
な
る
も
の
と
な
る
。
た
だ
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
本
来
は
、
法
律
行
為
を
し
た
者
が
債
務
者
と
な
る
は
ず

で
あ
る
。
例
え
ば
、
葬
儀
の
た
め
の
契
約
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
後
に
締
結
さ
れ
る
が
、
こ
れ
を
、
遺
族
で
あ
る
相
続
人
の
一
人
が
締

結
し
た
場
合
に
は
、
当
該
相
続
人
こ
そ
が
債
務
者
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
日
本
法
で
は
、
葬
式
費
用
に
つ
い
て
の
喪

主
負
担
説
が
、
家
裁
実
務
の
立
場
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
見
解
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
相
続
が
開
始
し

た
が
た
め
に
生
じ
た
債
務
に
つ
い
て
は
、
相
続
人
が
個
人
的
に
負
担
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
す
な
わ
ち
相
続
開
始
に

伴
っ
て
生
じ
た
と
い
う
点
に
着
目
し
て
、
債
務
者
個
人
が
負
担
す
る
の
で
は
な
く
、
相
続
財
産
か
ら
支
出
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

例
え
ば
、
遺
産
分
割
に
関
す
る
費
用
は
、
相
続
が
開
始
し
て
い
な
け
れ
ば
生
じ
な
い
。
相
続
人
の
意
思
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
要
と
な
っ

た
費
用
で
あ
る
た
め
、
相
続
人
個
人
に
負
担
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
相
続
財
産
か
ら
支
出
さ
せ
る
。

　

最
近
の
学
説
も
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
を
「
被
相
続
人
の
死
亡
、
す
な
わ
ち
相
続
開
始
を
直
接
の
原
因
と
し
て
生
じ
た
債
務
」
で

あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。「
被
相
続
人
の
死
亡
後
に
生
じ
た
債
務
で
あ
る
、
そ
れ
ゆ
え
、
被
相
続
人
は
責
任
を
負
っ
て
い
な
か
っ
た
」

が
、「
死
亡
の
直
接
的
な
結
果
と
し
て
生
じ
た
債
務
で
あ
る
」
も
の
が
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
具
体
例
と
し
て

は
、
葬
式
費
用
が
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
て
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
の
定
義
は
、
現
在
な
お
条
文
上
明
文
化
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
完
全
に
定
着
し
た
も
の
と
な
っ

て
い
る
。

（
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Ⅱ　
「
相
続
財
産
の
負
担
」
の
支
払
い

（
1
）「
相
続
財
産
の
負
担
」
の
分
割

　
「
相
続
財
産
の
負
担
」
と
さ
れ
る
債
務
の
支
払
い
に
つ
い
て
、
一
八
〇
四
年
の
民
法
典
以
来
存
す
る
規
律
と
し
て
は
、
八
七
〇
条
と

八
七
三
条
が
あ
る
。
八
七
〇
条
は
、「
各
共
同
相
続
人
は
、
相
続
債
務
及
び
相
続
財
産
の
負
担
の
支
払
い
に
つ
い
て
、
遺
産
を
取
得
す

る
割
合
に
応
じ
て
そ
れ
ら
の
者
の
間
で
分
担
す
る
。」
と
定
め
、
八
七
三
条
本
文
は
、「
相
続
人
は
、
相
続
債
務
及
び
相
続
財
産
の
負
担

に
つ
い
て
そ
の
者
の
相
続
分
に
し
た
が
っ
て
…
…
責
任
を
負
う
。」
と
し
て
い
る
。

　

八
七
〇
条
と
八
七
三
条
は
い
ず
れ
も
、
相
続
債
務
と
「
相
続
財
産
の
負
担
」
に
つ
い
て
、
共
同
相
続
人
が
分
割
し
て
負
担
す
る
旨
を

定
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
八
七
〇
条
は
、「
相
続
財
産
を
取
得
す
る
割
合
に
応
じ
て
」「
分
担
す
る
」
と
し
て
お
り
、
八
七
三
条

は
「
そ
の
者
の
相
続
分
に
し
た
が
っ
て
」「
責
任
を
負
う
」
と
し
て
い
て
、
そ
の
違
い
が
問
題
と
な
る
。
学
説
は
次
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る
。

　

八
七
三
条
の
「
責
任
を
負
う
（être tenu
）」
と
い
う
表
現
は
、
担
保
に
関
す
る
条
文
（
旧
二
〇
九
二
条
、
新
二
二
八
四
条
）
で
も

用
い
ら
れ
て
い
る
文
言
で
あ
り
、
債
権
者
か
ら
請
求
を
受
け
得
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
、
八
七
三
条
は
、
相
続
人
が

相
続
債
権
者
か
ら
請
求
を
受
け
得
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
相
続
債
権
者
と
相
続
人
と
の
関
係
に
関
す
る
規
定
だ
と
言
え
る
。
他
方

で
、
八
七
〇
条
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
分
担
す
る
（contribuer
）」
と
い
う
文
言
は
、
債
務
に
対
す
る
最
終
的
な
負
担
を
意
味
す
る

と
さ
れ
て
お
り
、
同
条
は
共
同
相
続
人
間
で
の
分
担
に
関
す
る
規
定
と
言
え
る
。
ま
た
、
分
割
割
合
に
関
し
て
、
八
七
三
条
の
「
相
続

分
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
一
義
的
に
法
定
相
続
分
を
指
し
、
相
続
人
に
も
相
続
債
権
者
に
も
相
続
開
始
時
か
ら
明
ら
か
な
も
の
で
あ

る
の
に
対
し
、
八
七
〇
条
の
「
遺
産
を
取
得
す
る
割
合
」
は
、
遺
産
分
割
の
た
め
の
計
算
（liquidation

）
を
経
な
け
れ
ば
明
ら
か
に

な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
八
七
三
条
は
、
遺
産
分
割
ま
で
の
間
の
、
相
続
人
の
仮
の
負
担
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
最
終
的
な
負
担
は

（
22
）

（
23
）

（
24
）



フランス法における「相続財産の負担」

（阪大法学）66（3・4-299）　755 〔2016.11〕

八
七
〇
条
に
し
た
が
っ
て
、
遺
産
分
割
時
に
調
整
さ
れ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
両
条
が
、
相
続
債
務
と
「
相
続
財
産
の

負
担
」
の
両
債
務
に
適
用
さ
れ
る
。

　

本
稿
の
関
心
か
ら
は
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
が
相
続
債
務
と
同
様
に
扱
わ
れ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
最
近
の
学
説
は
、「
相
続

財
産
の
負
担
」
を
、
概
念
と
し
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、「
被
相
続
人
の
死
亡
後
に
生
じ
た
債
務
で
あ
る
、
そ
れ
ゆ
え
、
被
相
続
人
は

責
任
を
負
っ
て
い
な
か
っ
た
」
が
、「
死
亡
の
直
接
的
な
結
果
と
し
て
生
じ
た
債
務
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
の
上
で
、
支

払
い
の
場
面
に
お
い
て
は
死
亡
に
直
結
し
た
債
務
ゆ
え
に
、
あ
た
か
も
被
相
続
人
が
負
っ
た
債
務
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
て
、
本
来
契

約
当
事
者
（
多
く
の
場
合
は
相
続
人
）
の
債
務
で
あ
る
と
こ
ろ
を
、
被
相
続
人
の
債
務
と
同
視
し
、
被
相
続
人
の
債
務
と
同
様
に
扱
う

こ
と
と
し
た
の
だ
と
考
え
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
、
相
続
債
務
が
相
続
人
間
で
分
割
す
る
の
と
同
様
に
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
も
相
続
人
間
で
分
割
す
る
。「
相
続
財
産
の

負
担
」
は
本
来
、
相
続
財
産
か
ら
支
弁
す
べ
き
債
務
で
あ
る
が
、
相
続
財
産
か
ら
支
出
す
る
方
法
は
一
八
〇
四
年
の
民
法
典
制
定
当
時

に
は
存
在
せ
ず
、
実
際
に
は
相
続
人
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
各
相
続
人
が
分
割
し
て
負
担
す
る
と
い
う
取
扱
い
が
な
さ
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

（
2
）
相
続
財
産
か
ら
の
支
弁

　

と
こ
ろ
が
、
相
続
債
務
に
関
し
て
、
そ
の
後
大
き
な
変
遷
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
相
続
債
務
を
分
割
す
る
こ
と
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
、

破
毀
院
審
理
部
一
九
一
二
年
一
二
月
二
四
日
判
決
（
フ
レ
コ
ン
判
決
）
は
、「
相
続
債
務
は
相
続
人
間
で
当
然
に
分
割
さ
れ
る
が
、
相

続
債
権
者
が
被
相
続
人
の
生
前
に
有
し
た
担
保
（gage

〔
債
務
の
引
当
て
と
な
る
債
務
者
の
財
産
〕）
は
、
遺
産
分
割
が
な
さ
れ
る
ま

で
は
、
分
割
で
き
な
い
状
態
で
遺
産
全
体
に
お
い
て
存
続
し
続
け
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｘ
〔
相
続
債
権
者
〕
は
、
い
ま
だ
な
さ
れ
て
い

な
い
遺
産
分
割
に
関
与
し
、
遺
産
を
構
成
す
る
財
産
全
体
か
ら
債
権
の
全
額
に
つ
き
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
」
と
判
示
し
て
、

（
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相
続
債
権
者
に
遺
産
の
積
極
財
産
に
対
す
る
直
接
の
権
利
行
使
を
認
め
た
。
こ
の
理
論
は
、
そ
の
後
判
例
と
し
て
確
立
し
、
共
有
の
規

律
に
関
す
る
一
九
七
六
年
一
二
月
三
一
日
の
法
律
（
以
下
「
一
九
七
六
年
の
法
律
」
と
い
う
。）
に
よ
っ
て
、
八
一
五
条
の
一
七
と
し

て
明
文
化
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

　

八
一
五
条
の
一
七
第
一
項
は
、「
共
有
が
生
じ
る
よ
り
前
に
共
有
財
産
に
対
し
て
権
利
行
使
で
き
た
債
権
者
…
…
は
、
遺
産
分
割
前

に
積
極
財
産
に
お
い
て
先
取
り
し
て
弁
済
を
受
け
る
。
こ
の
よ
う
な
債
権
者
は
さ
ら
に
、
共
有
財
産
の
差
押
え
及
び
売
却
を
お
こ
な
う

こ
と
が
で
き
る
。」
と
定
め
て
い
る
。「
共
有
が
生
じ
る
よ
り
前
に
共
有
財
産
に
対
し
て
権
利
行
使
で
き
た
債
権
者
」
と
は
、
相
続
の
場

面
で
は
、
遺
産
共
有
が
生
じ
る
よ
り
前
す
な
わ
ち
相
続
開
始
前
か
ら
被
相
続
人
の
資
産
に
権
利
行
使
で
き
た
債
権
者
で
あ
り
、
相
続
債

権
者
を
指
す
。
八
一
五
条
の
一
七
第
一
項
の
第
一
文
に
よ
り
、
相
続
債
権
者
に
は
、
遺
産
分
割
に
先
立
ち
優
先
し
て
、
遺
産
の
積
極
財

産
か
ら
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
第
二
文
に
よ
り
、
相
続
債
権
者
は
、
遺
産
分
割
を
待
た
ず
に
、
遺
産
の
積

極
財
産
を
差
し
押
さ
え
て
債
権
回
収
を
図
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
相
続
債
務
は
、
遺
産
分
割
に
先
立
っ
て
、
遺
産
の
積

極
財
産
か
ら
弁
済
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
遺
産
分
割
を
待
た
ず
に
、
遺
産
の
積
極
財
産
か
ら
支
払
う
こ
と
が
制
度
上
認
め

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
を
踏
ま
え
て
、
実
務
で
は
、
相
続
債
務
は
、
遺
産
の
積
極
財
産
の
流
動
資
産
を
も
っ
て
弁
済
を
お
こ

な
い
、
流
動
資
産
が
不
足
す
る
場
合
に
は
、
預
金
の
払
戻
し
を
受
け
た
り
、
財
産
を
売
却
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
債
務
を
弁
済
し
た
上

で
、
残
余
財
産
を
相
続
人
に
分
配
す
る
と
い
う
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
相
続
債
務
に
つ
い
て
は
、
遺
産
に
お
け
る
清
算
が
制
度

化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

相
続
債
務
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
取
扱
い
は
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
が
、（
1
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
相
続
債
務
と
同
様
の
取
扱

い
を
す
べ
き
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
の
取
扱
い
に
も
及
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在

で
は
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
も
、
相
続
債
務
と
同
様
に
、
遺
産
分
割
に
先
立
ち
優
先
し
て
、
遺
産
の
積
極
財
産
か
ら
支
払
う
取
扱
い

（
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）
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と
な
っ
て
い
る
。
八
一
五
条
の
一
七
を
根
拠
と
し
て
、
実
務
で
は
、
相
続
債
務
と
同
様
、
遺
産
の
積
極
財
産
の
流
動
資
産
が
あ
れ
ば
そ

こ
か
ら
弁
済
を
し
、
流
動
資
産
が
不
足
す
る
場
合
に
は
、
預
金
の
払
戻
し
を
受
け
る
な
ど
し
て
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
は
支
払
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

　

法
制
審
議
会
で
紹
介
さ
れ
た
「
仮
払
い
制
度
」
は
確
か
に
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
葬
式
費
用
等
が
「
相
続
財
産
の
負
担
」
と

い
う
相
続
債
務
と
は
異
な
る
債
務
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
し
た
う
え
で
、
支
払
い
の
場
面
で
は
相
続
債
務
と
同
様
の
取
り
扱
い
を
す
る

こ
と
と
し
、
相
続
債
務
に
つ
い
て
は
遺
産
の
積
極
財
産
か
ら
の
弁
済
（
す
な
わ
ち
遺
産
の
清
算
）
を
認
め
る
と
い
う
制
度
が
あ
る
こ
と

か
ら
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
で
も
同
様
の
取
扱
い
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
実
現
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。「
相
続
財
産
の
負
担
」

と
い
う
概
念
が
あ
り
、
遺
産
の
清
算
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
も
と
で
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
を
遺
産
分
割
前
に
清
算
し
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二　

債
務
と
し
て
の
「
相
続
財
産
の
負
担
」

　

一
で
み
た
よ
う
に
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
は
遺
産
の
積
極
財
産
か
ら
支
払
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
二
で
は
、
遺
産
に

お
い
て
積
極
財
産
が
不
足
す
る
場
合
の
処
理
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。「
相
続
財
産
の
負
担
」
に
優
先
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
条
文
を
採
り
上
げ
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
の
定
義
と
関
連
づ
け
な
が
ら
説
明
し
（
Ⅰ
）、
ま
た
、
遺
産
に
お
い
て
積
極
財
産

が
不
足
す
る
場
合
に
は
、
相
続
人
が
限
定
承
認
・
相
続
放
棄
を
選
択
す
る
可
能
性
も
高
く
な
る
た
め
、
限
定
承
認
・
相
続
放
棄
を
し
た

場
合
に
「
相
続
財
産
の
負
担
」
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
の
か
を
、
相
続
債
務
と
の
相
違
に
留
意
し
な
が
ら
明
ら
か
に
す
る
（
Ⅱ
）。

（
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Ⅰ　
「
相
続
財
産
の
負
担
」
と
優
先
弁
済

（
1
）
葬
式
費
用
等
の
先
取
特
権

　
「
相
続
財
産
の
負
担
」
に
あ
た
る
と
解
さ
れ
て
い
る
債
務
の
う
ち
、
ま
ず
、
葬
式
費
用
に
つ
い
て
は
、
動
産
に
対
す
る
先
取
特
権
が

認
め
ら
れ
て
い
る
（
旧
二
一
〇
一
条
二
号
、
新
二
三
三
一
条
二
号
）。
こ
の
先
取
特
権
は
、
葬
式
費
用
が
「
相
続
財
産
の
負
担
」
に
あ

た
る
と
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
判
例
に
よ
り
、
相
続
人
の
動
産
上
に
で
は
な
く
、
相
続
財
産
に
含
ま
れ
る
動
産
の
上
に
設
定
さ
れ
る
と

解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
反
対
に
、
判
例
の
こ
の
よ
う
な
立
場
を
踏
ま
え
た
と
き
、
民
法
典
の
規
定
は
、
葬
式
費
用
は
相
続
財
産
（
遺

産
）
か
ら
支
弁
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
葬
式
費
用
は
「
相
続
財
産
の
負
担
」
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
と

い
う
説
明
も
な
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
動
産
に
対
す
る
先
取
特
権
は
、
最
後
の
入
院
費
に
も
認
め
ら
れ
て
い
る
（
旧
二
一
〇
一
条
二
号
、
新
二
三
三
一
条
三
号
）。

最
後
の
入
院
費
と
は
、
被
相
続
人
が
死
亡
す
る
際
に
治
療
で
か
か
っ
た
診
察
料
、
薬
代
、
看
護
・
付
添
い
の
費
用
、
入
院
費
、
臨
床
費

を
い
う
。
最
後
の
入
院
費
も
、
相
続
人
の
動
産
で
は
な
く
、
相
続
財
産
に
含
ま
れ
る
動
産
の
上
に
先
取
特
権
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え

に
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
に
あ
た
る
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
先
取
特
権
の
規
定
か
ら
は
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
が
、
相
続
債
務
と
同
様
の
取
扱
い
で
支
払
い
が
な
さ
れ
る
と
は
い

っ
て
も
、
そ
の
代
表
例
で
あ
る
葬
式
費
用
や
最
後
の
入
院
費
等
に
は
優
先
弁
済
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
相
続
債
務
と
の

相
違
が
こ
こ
に
表
れ
て
い
る
。

（
2
）
遺
産
分
割
の
た
め
の
費
用
の
優
先
弁
済

　
「
相
続
財
産
の
負
担
」
に
は
、
葬
式
費
用
や
最
後
の
入
院
費
等
の
よ
う
に
、
死
亡
と
い
う
事
実
に
伴
っ
て
生
じ
た
債
務
の
ほ
か
、
相

続
開
始
に
伴
っ
て
生
じ
た
債
務
、
す
な
わ
ち
遺
産
共
有
の
状
態
と
な
っ
た
か
ら
こ
そ
生
じ
た
、
遺
産
分
割
の
た
め
の
費
用
も
含
ま
れ
る
。

（
29
）

（
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）

（
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）
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一
、
Ⅰ
で
紹
介
し
た
一
八
〇
四
年
の
民
法
典
八
一
〇
条
は
、
現
行
法
で
は
、
相
続
及
び
恵
与
（libéralités

）
の
改
正
を
定
め
る
二

〇
〇
六
年
六
月
二
三
日
の
法
律
二
〇
〇
六
─
七
二
八
号
（
以
下
「
二
〇
〇
六
年
の
法
律
」
と
い
う
。）
の
修
正
を
受
け
て
、
八
〇
三
条

と
な
っ
て
お
り
、
封
印
の
費
用
、
財
産
目
録
作
成
費
用
、
計
算
の
費
用
が
「
相
続
財
産
の
負
担
」
に
な
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

同
条
は
、
こ
れ
ら
が
、
遺
産
分
割
に
お
い
て
優
先
的
に
支
払
わ
れ
る
費
用
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。

　

条
文
で
定
め
ら
れ
た
財
産
目
録
作
成
費
用
や
封
印
の
費
用
の
み
な
ら
ず
、
遺
産
分
割
の
手
続
き
に
か
か
る
あ
ら
ゆ
る
費
用
が
「
相
続

財
産
の
負
担
」
だ
と
解
さ
れ
て
お
り
、
相
続
が
開
始
し
た
た
め
に
必
要
と
な
っ
た
あ
ら
ゆ
る
費
用
が
、
遺
産
分
割
に
お
い
て
は
、
ま
ず

優
先
し
て
支
払
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
の
う
ち
、
葬
式
費
用
な
ど
、
死
亡
と
い
う
事
実
に
伴
っ
て
生
じ
た
債
務
に
つ
い
て
は
先

取
特
権
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
遺
産
分
割
の
た
め
の
費
用
に
つ
い
て
は
現
在
で
は
条
文
上
、
遺
産
分
割
に
お
け
る
優
先
弁
済
が

明
記
さ
れ
て
い
て
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
が
相
続
債
務
に
優
先
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

Ⅱ　
「
相
続
財
産
の
負
担
」
と
承
認
・
放
棄

（
1
）「
相
続
財
産
の
負
担
」
と
限
定
承
認

　

フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
相
続
人
は
限
定
承
認
を
単
独
で
選
択
し
得
る
。
相
続
人
が
限
定
承
認
を
選
択
し
た
場
合
、
当
該
相
続
人
の
相
続

債
務
に
つ
い
て
の
責
任
は
、
当
該
相
続
人
が
受
け
た
財
産
の
価
額
を
限
度
と
す
る
（
旧
八
〇
二
条
、
二
〇
〇
六
年
の
法
律
に
よ
る
七
九

一
条
）。「
相
続
財
産
の
負
担
」
に
つ
い
て
、
一
、
Ⅱ
で
は
、
相
続
債
務
と
同
様
の
取
扱
い
に
よ
り
支
払
い
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
相
続
人
が
限
定
承
認
を
選
択
し
た
場
合
の
効
果
に
つ
い
て
、
条
文
上
は
、「
相
続
人
が
受
け
た
財
産
の
価
額
を
限

度
と
し
て
で
な
け
れ
ば
、
相
続
債
務
支
払
い
の
義
務
を
負
わ
な
い
」
と
し
て
い
る
の
み
で
あ
り
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
は
こ
こ
に
含

（
32
）
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ま
れ
て
い
な
い
。

　

こ
の
点
を
学
説
は
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
は
、「
そ
の
〔「
相
続
財
産
の
負
担
」
と
さ
れ
る
債
務
の
〕
債
権
者
に
と
っ
て
は
、
相
続

人
個
人
の
債
務
で
も
あ
る
」
こ
と
か
ら
、
相
続
人
は
限
定
承
認
を
選
択
す
る
こ
と
で
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
の
責
任
を
有
限
と
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
葬
式
の
契
約
を
締
結
し
た
の
が
相
続
人
で
あ
る
場
合
、
葬
儀
会
社
に
と
っ
て
は
当
該
相

続
人
が
当
該
契
約
に
お
け
る
債
務
者
で
あ
る
。
当
該
相
続
人
が
限
定
承
認
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
責
任
の
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
す
る
と
、
相
続
人
が
自
ら
契
約
当
事
者
と
な
っ
た
債
務
に
つ
き
、
自
ら
の
意
思
で
そ
の
責
任
を
有
限
と
す
る
こ
と
が
で
き
て
し

ま
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
妥
当
で
は
な
い
。「
相
続
財
産
の
負
担
」
は
、
債
権
者
か
ら
み
れ
ば
、
相
続
人
個
人
の
債
務
で
も
あ
る
こ
と

が
考
慮
さ
れ
て
、
限
定
承
認
の
効
果
は
及
ば
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
「
相
続
財
産
の
負
担
」
は
、
相
続
債
務
と
異
な
る
債
務
と
し
て
定
義
づ
け
ら
れ
な
が
ら
、
支
払
い
の
場
面
で
は
、
原
則
と
し
て
相
続

債
務
と
同
様
の
処
理
が
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
、
相
続
債
務
と
同
様
の
処
理
が
で
き
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
相
続
債
務

は
本
来
、
相
続
人
間
で
分
割
す
る
が
、
相
続
財
産
（
遺
産
）
に
お
け
る
清
算
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
は
も
と
も
と
、
相
続
財
産
か
ら
支
弁
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
る
。
相
続
人
間

で
分
割
す
る
処
理
も
で
き
る
が
、
債
務
の
清
算
が
処
理
と
し
て
可
能
に
な
り
、
相
続
財
産
か
ら
支
弁
す
る
と
い
う
本
来
の
姿
が
取
り
戻

さ
れ
て
い
る
。
限
定
承
認
の
場
面
で
は
、
そ
の
よ
う
な
本
来
の
性
質
の
違
い
が
現
れ
て
い
る
。「
相
続
財
産
の
負
担
」
は
も
と
も
と
、

相
続
財
産
か
ら
支
弁
す
る
の
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
相
続
に
よ
り
相
続
人
個
人
が
負
う
責
任
を
有
限
と
す
る
限
定
承
認
の
効
果
は
、

「
相
続
財
産
の
負
担
」
に
は
及
ば
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
2
）「
相
続
財
産
の
負
担
」
と
相
続
放
棄

　

相
続
人
が
相
続
放
棄
を
す
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
相
続
放
棄
す
れ
ば
、
相
続
人
で
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
（
旧
七
八
五
条
、

（
33
）



フランス法における「相続財産の負担」

（阪大法学）66（3・4-305）　761 〔2016.11〕

二
〇
〇
六
年
の
法
律
に
よ
る
八
〇
五
条
）。
相
続
人
で
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
た
め
、
相
続
債
務
に
対
す
る
責
任
は
負
わ
な
い
が
、「
相

続
財
産
の
負
担
」
に
関
し
て
も
同
様
に
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
に
な
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。「
相
続
財
産
の
負
担
」
は
、
債
権
者
か

ら
み
れ
ば
、
相
続
人
個
人
が
債
務
者
で
あ
り
、
相
続
放
棄
を
す
る
こ
と
で
責
任
を
負
わ
な
い
の
だ
と
す
る
と
、
相
続
人
が
自
ら
契
約
当

事
者
と
な
っ
た
債
務
に
つ
き
、
自
ら
の
意
思
で
そ
の
責
任
を
免
れ
得
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、「
相
続
財

産
の
負
担
」
の
一
つ
で
あ
る
葬
式
費
用
に
関
し
て
、
相
続
債
務
と
の
関
係
に
つ
い
て
示
し
た
破
毀
院
判
決
を
見
て
お
き
た
い
。

破
毀
院
第
一
民
事
部
一
九
九
二
年
五
月
一
四
日
判
決

　
【
事
案
】
葬
儀
会
社
Ｘ
は
、
被
相
続
人
Ａ
の
葬
式
費
用
を
、
Ａ
の
息
子
Y₁
及
び
Ａ
の
妹
Y₂
に
対
し
て
請
求
し
た
。
原
審
が
、
Y₁
は
相

続
放
棄
し
て
い
る
と
し
て
、
ま
た
、
Y₂
は
葬
儀
契
約
を
締
結
し
た
と
証
明
さ
れ
な
い
と
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
た
め
、
Ｘ
が
破

毀
申
立
て
を
し
た
。

　
【
判
旨
】
破
毀
院
は
Y₁
に
対
す
る
請
求
に
つ
き
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
民
法
典
二
〇
五
条
及
び
三
七
一
条
に
よ
る
と
」、「
遺
産
の
積

極
財
産
が
葬
式
費
用
を
満
た
さ
な
い
と
し
て
も
、
子
は
、
そ
の
尊
属
に
対
し
扶
養
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
そ
の

尊
属
の
相
続
を
放
棄
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
資
力
（ressources

）
に
応
じ
て
、
当
該
費
用
の
負
担
に
つ
き
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。」

　

本
判
決
は
ま
ず
「
遺
産
の
積
極
財
産
が
葬
式
費
用
を
満
た
さ
な
い
と
し
て
も
」
と
述
べ
、
葬
式
費
用
が
ま
ず
は
遺
産
の
積
極
財
産
か

ら
支
弁
さ
れ
る
べ
き
債
務
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
か
ら
、
葬
式
費
用
が
「
相
続
財
産
の
負
担
」
で
あ
る
こ

と
も
分
か
る
。

（
34
）

（
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）
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次
に
、
遺
産
の
積
極
財
産
が
葬
式
費
用
の
弁
済
に
不
足
す
る
場
合
に
は
、
子
が
責
任
を
負
う
と
い
う
。
根
拠
と
し
て
二
〇
五
条
及
び

三
七
一
条
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
二
〇
五
条
は
「
子
は
、
要
扶
養
状
態
に
あ
る
そ
の
父
母
ま
た
は
そ
の
他
の
尊
属
に
対
し
て
、

扶
養
料
の
義
務
を
負
う
」
と
、
三
七
一
条
は
「
子
は
、
全
て
の
年
齢
に
お
い
て
、
そ
の
父
母
に
対
し
て
、
敬
意
及
び
尊
敬
の
義
務
を
負

う
」
と
定
め
た
規
定
で
あ
る
（
い
ず
れ
も
現
行
法
で
も
同
様
）。
子
の
親
に
対
す
る
扶
養
義
務
（
二
〇
五
条
）、
敬
意
・
尊
敬
義
務
（
三

七
一
条
）
を
根
拠
に
、
子
は
親
の
葬
式
費
用
に
つ
き
責
任
を
負
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
な
り
、
子
が
親
の
葬
式
費
用
を
支
払
う

こ
と
は
、
子
の
親
に
対
す
る
扶
養
義
務
の
延
長
だ　

─
─
親
は
既
に
死
亡
し
て
い
る
た
め
、
本
来
は
扶
養
義
務
の
関
係
は
生
じ
な
い
は

ず
で
あ
る
が
、
死
亡
と
い
う
事
実
に
伴
っ
て
必
要
と
な
っ
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
生
前
の
扶
養
義
務
が
及
ぶ
─
─　

と
考
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

学
説
は
「
相
続
放
棄
の
効
果
は
相
続
の
権
利
義
務
に
の
み
及
び
、
血
縁
関
係
は
な
お
残
る
」
と
説
明
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
子
は
、

親
の
相
続
を
放
棄
し
て
も
な
お
、
扶
養
義
務
と
し
て
葬
式
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
子
は
、
相
続
人
で
あ
る
か
ら
で
は
な

く
、
被
相
続
人
で
あ
る
親
の
扶
養
義
務
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
根
拠
に
、
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
葬
式
費
用
は
ま
ず
は
遺
産
か
ら
支
払
う
べ
き
と
さ
れ
、
遺
産
で
足
り
な
い
場
合
に
は
、
扶
養
義
務
者
の
責
任
と
な
る
。

扶
養
義
務
者
で
も
あ
る
相
続
人
は
、
相
続
を
放
棄
し
た
と
し
て
も
、
相
続
人
と
し
て
で
は
な
く
、
扶
養
義
務
者
と
し
て
葬
式
費
用
に
対

す
る
責
任
を
負
う
。
こ
の
こ
と
は
、
二
〇
〇
六
年
の
法
律
に
よ
る
相
続
法
改
正
で
明
文
化
さ
れ
た
。
二
〇
〇
六
年
の
法
律
に
よ
る
八
〇

六
条
は
「
相
続
放
棄
を
し
た
者
は
、
相
続
債
務
及
び
相
続
財
産
の
負
担
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
者
が
相
続
す
る

こ
と
を
放
棄
し
た
尊
属
又
は
卑
属
の
葬
式
費
用
の
弁
済
に
お
い
て
は
、
そ
の
資
力
（m

oyen

）
の
割
合
に
応
じ
て
責
任
を
負
う
」
と
し

て
い
る
。
相
続
放
棄
を
す
れ
ば
、
相
続
人
で
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
た
め
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
に
つ
い
て
も
原
則
と
し
て

責
任
を
負
わ
な
い
。
た
だ
し
、
葬
式
費
用
に
関
し
て
は
、
被
相
続
人
が
自
ら
の
尊
属
又
は
卑
属
に
あ
た
る
場
合
、
被
相
続
人
へ
の
扶
養

（
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義
務
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
相
続
放
棄
の
場
面
で
は
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
と
い
っ
て

も
そ
の
内
容
に
よ
り
、
相
続
人
の
責
任
の
有
無
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
。

結　

び

　

フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
葬
式
費
用
等
は
「
相
続
財
産
の
負
担
」
と
い
う
概
念
で
把
握
さ
れ
て
い
る
。「
相
続
財
産
の
負
担
」
は
、
遺
産

に
お
け
る
消
極
財
産
の
一
種
で
あ
り
、
相
続
債
務
と
も
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
支
払
い
の
場
面
で
は
、
原
則
と
し
て
相
続
債
務
と
同

様
の
取
扱
い
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
遺
産
の
積
極
財
産
か
ら
の
支
払
い
が
可
能
と
な
っ
て
お
り
、
相
続
財
産
が
負
担
す
る
と
い
う
ス

タ
イ
ル
が
実
現
で
き
て
い
る
。
た
だ
し
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
に
は
先
取
特
権
が
認
め
ら
れ
た
も
の
や
、
優
先
弁
済
が
条
文
上
認
め

ら
れ
た
も
の
が
あ
り
、
相
続
債
務
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
。
ま
た
、
限
定
承
認
の
効
果
は
「
相
続
財
産
の
負
担
」
に
は
及
ば
ず
、
相
続
債

務
と
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。
相
続
放
棄
の
効
果
は
基
本
的
に
は
及
ぶ
が
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
の
内
容
に
よ
り
、
他
の
条
文
を
根
拠

と
し
て
、
放
棄
し
た
者
が
責
任
を
負
う
場
合
も
あ
る
。

　

法
制
審
議
会
で
紹
介
さ
れ
た
「
仮
払
い
制
度
」
と
の
関
連
で
は
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
が
、
確
か
に
、
遺
産
の
積
極
財
産
か
ら
支

払
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
遺
産
の
積
極
財
産
た
る
預
貯
金
債
権
に
主
眼
が
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
遺
産
の
積
極
財
産

の
一
部
を
分
配
す
る
と
い
う
視
点
で
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
な
い
点
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
葬
式
費
用
等
の
支
払
い
の
た
め
に
、

預
貯
金
債
権
の
一
部
払
い
戻
し
を
受
け
ら
れ
る
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
遺
産
分
割
に
お
け
る
財
産
の
分
配
に
先
立
っ
て
、
遺
産
を

清
算
す
る
と
い
う
制
度
の
も
と
で
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
と
さ
れ
た
債
務
を
清
算
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。「
仮
払
い
制
度
」
に
つ
い

て
議
論
す
る
際
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
、
債
務
の
清
算
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
点
に
、
十
分
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

日
本
法
で
は
、
債
務
の
清
算
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、「
仮
払
い
制
度
」
の
部
分
の
み
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
の
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は
拙
速
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
葬
式
費
用
等
が
債
務
で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
相
続
債
務
と
の
関
連
、
優
劣
、
限
定
承
認
や

相
続
放
棄
の
場
合
の
処
理
な
ど
も
視
野
に
入
れ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

相
続
法
制
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
「
4　

相
続
法
制
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
報
告
書
」（http://w

w
w

.m
oj.go.jp/content/0011322

46.pdf
）。

法
制
審
議
会
第
一
七
四
回
会
議
（
平
成
二
七
年
二
月
二
四
日
開
催
）
に
お
け
る
諮
問
第
一
〇
〇
号
（http://w

w
w

.m
oj.go.jp/shingi1/

shingi03500025.htm
l

）。

商
事
法
務
編
『
民
法
（
相
続
関
係
）
等
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
』
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
五
七
号
（
二
〇
一
六
年
）。

可
分
債
権
の
相
続
に
つ
い
て
の
「
判
例
法
理
」
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
の
内
容
や
、
そ
の
後
の
最
高
裁
判
例
を
踏
ま
え
て
の
「
判
例
法
理
」

の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
宮
本
誠
子
「
金
銭
債
権
の
共
同
相
続
」
水
野
紀
子
＝
大
村
敦
志
編
『
民
法
判
例
百
選
Ⅲ
親
族
・
相
続
』（
有
斐
閣
、

二
〇
一
五
年
）
一
三
二
頁
以
下
を
、
金
銭
債
権
（
可
分
債
権
）
の
相
続
に
つ
い
て
の
近
時
の
最
高
裁
判
決
や
、
法
制
審
議
会
で
の
立
法
論
が
、
遺

産
共
有
制
度
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
宮
本
誠
子
「
Ⅶ　

遺
産
共
有
」
法
学
教
室
四
二
九
号
（
二
〇
一
六
年
）
四
四
頁
以
下
を
参
照
。

最
近
で
も
例
え
ば
、
可
分
債
権
を
遺
産
分
割
の
対
象
と
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
具
体
的
相
続
分
の
計
算
に
問
題
が
生
じ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
（
窪
田
充
見
「
金
銭
債
務
と
金
銭
債
権
の
共
同
相
続
」
水
野
紀
子
編
著
『
相
続
法
の
立
法
的
課
題
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
一
六

二
～
一
六
三
頁
）。
ま
た
、
宮
本
誠
子
「
具
体
的
相
続
分
が
抱
え
る
問
題
」
水
野
編
著
・
同
書
一
一
四
頁
以
下
も
参
照
。

谷
口
知
平
＝
久
貴
忠
彦
編
『
新
版
注
釈
民
法
（
27
）
相
続
（
2
）〔
補
訂
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
四
頁
〔
右
近
健
男
〕、
三
〇
〇
頁

〔
潮
見
佳
男
〕
や
、
松
原
正
明
「
遺
産
分
割
に
お
け
る
可
分
債
権
の
扱
い
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
九
一
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
六
頁
な
ど
の
解
説
及

び
そ
こ
に
示
さ
れ
た
注
釈
を
参
照
。

商
事
法
務
編
・
前
掲
注
（
3
）『
中
間
試
案
』
一
六
～
一
七
頁
。

商
事
法
務
編
・
前
掲
注
（
3
）『
中
間
試
案
』
一
七
頁
。

「
民
法
（
相
続
関
係
）
等
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
の
補
足
説
明
」
商
事
法
務
編
・
前
掲
注
（
3
）『
中
間
試
案
』
六
〇
～
六
一
頁
。

浅
田
隆
「
相
続
預
金
に
関
す
る
各
国
法
令
・
制
度
」（
法
制
審
議
会
民
法
（
相
続
関
係
）
部
会
第
九
回
会
議
提
出
資
料
）（http://w

w
w

.
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m
oj.go.jp/content/001172187.pdf

）
三
頁
。

「
相
続
財
産
の
負
担
」
と
の
訳
語
は
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
編
『
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
─
家
族
・
相
続
関
係
─
』（
法
曹
会
、
一

九
七
八
年
）
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。

預
金
を
他
の
財
産
を
合
わ
せ
て
遺
産
分
割
の
対
象
に
で
き
る
か
が
争
わ
れ
た
審
判
の
許
可
抗
告
審
で
、
最
高
裁
は
二
〇
一
六
年
三
月
二
三
日
、

審
理
を
大
法
廷
に
回
付
し
た
（
日
本
経
済
新
聞
二
〇
一
六
年
三
月
二
四
日
朝
刊
四
六
頁
）。
ま
た
、
同
年
一
〇
月
一
九
日
に
弁
論
が
開
か
れ
た
。

以
下
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
条
文
訳
は
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
編
・
前
掲
注
（
11
）『
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
』
を
参
考
に
し
た
。

い
ず
れ
の
規
定
も
一
八
〇
四
年
民
法
典
の
も
の
で
あ
る
。
現
行
法
は
、
相
続
及
び
恵
与
（libéralités

）
の
改
正
を
定
め
る
二
〇
〇
六
年
六

月
二
三
日
の
法
律
二
〇
〇
六
─
七
二
八
号
に
よ
り
修
正
を
加
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
稿
の
検
討
に
は
直
接
影
響
し
な
い
の
で
、
こ
こ
で

は
言
及
し
な
い
。

R.-J. Pothier, T
raité des successions, dans O

Euvres com
pètes, par Rogron et Firchbach, 1835, vol. 1, p. 262.

C. D
em

olom
be, T

raité des successions, 2e éd., t. 5, 1863, n. 3.
C. D

em
olom

be, T
raité des successions, t. 2, 1857, n. 519.

C. D
em

olom
be, T

raité des successions, 2e éd., supra note (16), n. 3.
J. Flour et H

. Souleau, D
roit civil, Les successions, A

. Colin, 3e éd., 1991, p. 183 Section III; F. T
erré et Y

. Lequette, 
D

roit civil, Les successions, les libéralités, D
alloz, 3e éd., 1997, n. 970; H

., L. et J. M
azeaud, F. Chabas, Leçons de droit civil, 

t. 4, 2e vol., Succesions et libéralités, par L. et S. Leveneur, M
ontchrestien, 5e éd., 1999, n. 1242; M

. Grim
aldi, D

roit civil, 
Successions, Litec, 6e éd., 2001, n. 539; D

om
at D

roit privé par C. Jubault, D
roit civil, Les successions, les libéralités, 

M
ontchrestien, 2005, n. 970.

J. Flour et S. Souleau, supra note (19), p. 183 Section III; P. D
urnerin, La notion de passif successoral, Préface de G. 

Cornu, LGD
J, 1992, nos 102 et s.

J. Flour et S. Souleau, supra note (19), p. 183 Section III et n. 265; M
azeaud, supra note (19), n. 1242; CA

 A
ngers, 26 

févr. 1960: RT
D

 civ. 1960. 507, obs. Savatier.

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
八
七
一
条
本
文
も
、
包
括
名
義
の
受
遺
者
が
、
相
続
債
務
及
び
相
続
財
産
の
負
担
に
つ
い
て
、
そ
の
取
得
分
に
比
例
し
て

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）

（
21
）

（
22
）
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相
続
人
と
と
も
に
分
担
す
る
旨
を
定
め
て
お
り
、「
相
続
財
産
の
負
担
」
の
弁
済
に
関
す
る
規
定
で
は
あ
る
。
包
括
名
義
の
受
遺
者
と
は
、
フ
ラ

ン
ス
法
で
は
、
遺
言
者
の
資
産
（patrim

oine

）
の
一
部
を
包
括
的
に
受
領
す
る
受
遺
者
を
い
う
。
八
七
一
条
は
、
包
括
名
義
の
受
遺
者
が
、
相

続
人
と
同
様
に
、
相
続
債
務
及
び
相
続
財
産
の
負
担
を
分
担
す
る
と
い
う
規
定
で
あ
る
が
、
相
続
人
で
あ
る
か
包
括
名
義
の
受
遺
者
で
あ
る
か
の

違
い
は
本
稿
の
主
た
る
問
題
点
で
は
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
、
八
七
一
条
に
は
触
れ
ず
、
八
七
〇
条
と
同
視
し
て
、
相
続
人
に
関
す
る
八
七
〇
条

の
み
を
採
り
上
げ
、
検
討
す
る
。

詳
細
は
、
宮
本
誠
子
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
可
分
債
務
の
相
続
と
清
算
」
金
沢
法
学
五
五
巻
二
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
一
八
～
二
一
九
頁

お
よ
び
そ
こ
で
挙
げ
た
出
典
を
参
照
。

フ
ラ
ン
ス
法
で
は
指
定
相
続
分
の
制
度
は
な
く
、「
相
続
分
」
と
は
日
本
法
で
い
う
と
こ
ろ
の
法
定
相
続
分
を
意
味
す
る
。
な
お
、
具
体
的

相
続
分
と
訳
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
《lot

》
は
、
日
本
法
で
い
う
具
体
的
相
続
分
と
そ
の
内
容
を
異
に
す
る
。

J. Flour et S. Souleau, supra note (19), n. 264; Grim
aldi, supra note (19), n. 539.

詳
細
は
、
宮
本
・
前
掲
注
（
23
）
二
二
二
頁
以
下
。
ま
た
、
フ
レ
コ
ン
判
決
に
つ
い
て
は
、
宮
本
誠
子
「
可
分
債
務
の
相
続
と
清
算
」
松
川

正
毅
他
編
『
判
例
に
み
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
軌
跡
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
二
年
）
八
五
頁
以
下
も
参
照
。

八
一
五
条
の
一
七
及
び
実
務
の
扱
い
に
つ
き
、
詳
細
は
、
宮
本
・
前
掲
注
（
23
）
二
二
九
～
二
三
一
頁
。

Grim
aldi, supra note (19), n. 539.

Cass. civ., 22 oct. 1946: JCP 1946. II. 3350, note Becqué.
Cf. J. Flour et S. Souleau, supra note (19), n. 265.
F. Ferran, Le notaire et le règlem

ent de la succession, Guide pratique, 2e éd., Litec, 2005, n. 396.
Cass. civ., 23 juin 1964: Bull. civ. I, n. 334; Cass. 1re civ., 16 juill. 1968: JCP 1969. II. 15833, note M

. D
agot; RT

D
 civ. 

1969. 594, obs. Savatier; J. Flour et S. Souleau, supra note (19), n. 265; M
azeaud, supra note (19), n. 1242; Grim

aldi, supra 
note (19), n. 539.

Grim
aldi, supra note (19), n. 541 et 565; Jubault, supra note (19), n. 1065.

Cass. civ. 1re., 14 m
ai 1992: Bull. civ. I, n. 140, p. 95; D

. 1993. 247, note Eschylle; JCP 1993. II. 22097, note T
estu; JCP éd. 

N
. 1993. II. 137, note Salvage; D

efrénois 1992. 1435, obs. M
assip; RT

D
 civ. 1993. 171, obs. Patarin; M

azeaud, supra note (19), 

（
23
）

（
24
）

（
25
）

（
26
）

（
27
）

（
28
）

（
29
）

（
30
）

（
31
）

（
32
）

（
33
）

（
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）
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Leçon 50, Lectures II.

Y₂
に
対
す
る
請
求
に
つ
い
て
は
訴
え
の
利
益
な
し
と
判
断
さ
れ
た
。

M
azeaud, surpa note (19), n. 1108.

フ
ラ
ン
ス
で
の
「
仮
払
い
制
度
」
そ
の
も
の
の
根
拠
は
、
通
貨
金
融
法
（Code m

onétaire et financier

）
に
あ
る
。
詳
細
は
、
デ
ヴ

ィ
・
ル
・
ド
ゥ
サ
ー
ル
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
相
続
預
金
の
法
制
度
お
よ
び
実
務
」
金
融
法
務
事
情
二
〇
三
〇
号
（
二
〇
一
五
年
）
二
〇
～
二
一

頁
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
「
仮
払
い
制
度
」
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
背
景
に
、
民
法
典
に
お
け
る
「
相
続
財
産
の
負
担
」

概
念
や
、
債
務
の
清
算
の
し
く
み
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
35
）

（
36
）

（
37
）




